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※

※低周波領域（10KHz以上10MHz以下）については平成27年３月に電波防護指針の一部改訂が行われており、電波法令への反映について、現在検
討が行われています。（平成27年３月現在）
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影響は認められない

更新

　　　　　　　　　　環境保健クライテリアの発刊に向けた検討
がWHOで進められています。

なお、本報告書では、WHOの「なお究明すべき課題が多く残されている」という見解から、電波の安
全性評価に関する研究を進めることが重要であるとしています。これを受けて、平成２０年６月に設
置された生体電磁環境に関する検討会において、引き続き、国内外の研究結果の分析等を行って
います。
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クロロホルム、鉛、コーヒー、漬物、ガソリン、

ガソリンエンジン排気ガス、超低周波磁界、無線周波電磁界

鉛化合物（無機）、アクリルアミド、シフト勤務

カフェイン、原油、水銀、お茶、蛍光灯、静磁界、静電界、

超低周波電界

カプロラクタム（ナイロンの原料）

発がん性がある(Carcinogenic to humans)(114種)
　ヒトへの発がん性を示す十分な証拠がある場合等

おそらく発がん性がある(Probably carcinogenic to humans)(69種)
　ヒトへの発がん性を示す証拠は限定的であるが、実験動物への発がん性を
示す十分な証拠がある場合等

発がん性があるかもしれない(Possibly carcinogenic to humans)(283種)
　ヒトへの発がん性を示す証拠が限定的であり、実験動物への発がん性に
対して十分な証拠がない場合等

発がん性を分類できない(Not classifiable as to carcinogenicity to 
humans)(504種)
  ヒトへの発がん性を示す証拠が不十分であり、実験動物への発がん性に
対しても十分な証拠がないか限定的である場合等

グループ
　 １

グループ
　 ３

グループ
　２A

グループ
　２B

グループ
　 ４

おそらく発がん性はない(Possibly not carcinogenic to humans)(１種)
　ヒトと実験動物への発がん性がないことを示唆する証拠がある場合等

今日までに集められた研究結果を考慮した結果、基地局及

び無線ネットワークからの弱い電波が健康への有害な影響

を起こすという説得力のある科学的証拠はない。

今日まで、携帯電話使用を原因とするいかなる健康影響も

立証されていない。

脳腫瘍のリスク上昇は立証されていないものの、携帯電話

使用の増加と15年より長い期間の携帯電話使用についての

データがないことは、携帯電話使用と脳腫瘍リスクについ

てさらなる研究が必要であることを正当化している。

最低限

4

携帯電話の基地局や放送局からの電波についても発がん性はありますか？

少しでも健康への影響が小さくなるよう、
携帯電話端末をSARが小さなものに買い換えようと思うのですが・・・

分　　　類 例

WHOも、今日まで、組織に熱が発生するよりも低いレベルの電波ばく露による健康への悪影響につい
て、研究による一貫性のある証拠は示唆されていないという見解を公表しております。

IARCは、WHOのがん研究の専門機関です。１９６９年にヒトへの化
学物質の発がん性評価を行うために発足し、現在では、放射線や
ウィルスなどの化学物質ではないものについても評価の対象とし
てます。IARCは、さまざまな物質などについて発がん性を調査し
て、その証拠の確かさを５段階に分類しています。２０１１年５月に
は、電波（無線周波電磁界）に対する発がん性評価を行い、その
結果、携帯電話の使用について限定的な証拠があったとして、上
から３番目の「発がん性があるかもしれない」（グループ２B）に分
類しました。これは、携帯電話を使うとがんになるということではな
く、その発がん性の可能性を完全に否定できないということを意味
しており、IARCでは、携帯電話を長期間にわたり長時間使用する
ことについて更に研究を行うことが重要であるとしています。

総務省では、科学的な調査・研究に基づき、携帯電話端末の規制値を定めており、市販されている
すべての端末はこの値以下になっています。この規制値は、国際ガイドラインと同一のものであり、
現在のところ、これを下回るレベルの電波による健康への悪影響について明確に示した科学的証拠
はありません。また、IARCの評価は定量的なものでも、がんのリスク上昇を立証したものでもないこ
とから、現時点において、規制をより厳しいものとすることは適当ではないと考えます。
ただし、規制値以下であっても、携帯電話を長期間使用した場合のリスクについてすべてが解明され
たわけではありませんので、心配される場合には、通話時間を抑える、ハンズフリー機器を使用す
る、通話の代わりにメールで済ませる、通信の状態が悪い時にはできるだけ通話しないなど、各個人
がそれぞれの事情に応じて適切と思う対策をとることが適当と考えます。

国際がん研究機関（IARC）が、電波について、「発がん性があるかもしれない」
と分類しました。電波の安全性が証明されるまで、携帯電話に関して、より厳し
い規制を導入するなどの対策をとるべきではないですか？

IARCは２０１１年５月、電波について、「発がん性があるかもしれない」と分類しましたが、これは、携
帯電話端末などを体の近くで使用した場合の発がん性の限定的な証拠に基づくものです。
その過程で、基地局や放送局からの電波についての発がん性の証拠は不十分であると評価してい
ます。今後、WHO本部がこれら電波の健康リスクを総合的に評価する予定です。

　　　　　　　　　　　　　　　通常、
端末は、基地局と通信するために必要最
低限の電波を出力するよう制御されてい
るため、通信時のSARの平均値は、最大
出力時の1/200程度になります。

カドミウム、アスベスト、ダイオキシン、ホルムアルデヒド、
太陽光、紫外線、エックス線、ガンマ線、タバコ(能動・受動)、
アルコール飲料、PCB、ディーゼルエンジン排気ガス

（2014年10月現在）
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